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交通局調達公告第19号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「大型ツーステップバス １台」ほか２件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 22 年３月９日 

 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 池 田 輝 政  

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月水道局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する

横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項

の規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有す

る者であること。 

(2) 平成21・22年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に登載されている者である

こと。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、

横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定め

るところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) 同等品による入札については、別途指定がある場合を除き３(2)アの期限までにメーカー・型番等が

記載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「gy-situmonsho@city.yokohama.j

p」）により契約第二課へ提出すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送

信先アドレスは「gy-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）において、電子入札システム

により入札書を提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額
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に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参

加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す

る入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣ

カード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人によるＩ

Ｃカードを用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって

入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名及び当該価格を通知し、落札の決

定は保留する。 

(2) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ

るときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と

する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした

者を新たに落札候補者とし、(3)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の

手続を繰り返す。 

(5) (1)において落札候補者となる者がないとき又は(4)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した

者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(4)までの手続は同様とす

る。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札

をした者の入札は認めない。 

(6) (3)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと

に定める提出書類等を、開札日（(4)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

た日）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「gy-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されな

い場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(4)イの

手続により落札者を決定する。 
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(7) (4)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当

該落札候補者に通知する。 

(8) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）に

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合

の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第14条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(6)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23条第１

項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関す

る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １０５３０２００６７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大型ツーステップバス １台 

納入／履行場所 
交通局保土ヶ谷営業所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ６月 １日から平成２２年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

準市内業者については、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２２年 ３月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月２３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 22 年度横浜市各会計予算が平成 22 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局運輸課 電話 ０４５－６７１－３１９８ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                 第 18 号 平成 22 年３月９日発行 

                                                    

                        41

契約番号 １０５３０２００７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
あかいくつリーフレット（日本語版） ５０，０００部ほかの印刷 

納入／履行場所 
交通局統括営業課ほか４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 カラー印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。②４色機以上の印刷機を保有していること 

。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 ３月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月２３日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局統括営業課 電話 ０４５－６７１－３１５１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０５３０４００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寝具 一式の借入（自動車本部１０営業所） 

納入／履行場所 
交通局鶴見営業所ほか９営業所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 寝具賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該借入物品又はこれと同等の物品の賃貸借契約実績を有する者 

②当該借入物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

賃貸借契約実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２２年 ３月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月２３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札不成立により再度の発注を行う。 

２．この契約は、平成 22 年度横浜市各会計予算が平成 22 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局鶴見営業所 電話 ０４５－５０１－０７０１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 

 




